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月   日（  ） 

 
 

 

／10問 

（   ）回目 

次の（    ）に当てはまる言葉をそれぞれ書きましょう。 

 

１ 地域の政策決定に住民の意思を反映させるため、地方公共団体

の協議会に住民代表を加えるなど、さまざまな（①     ）

参 加 の 方 法 が 活 用 さ れ て い る 。 ま た 、 住 民 に は

（②        ）という権利が認められており、条例の  

内容、首長や議員の仕事ぶりなどに問題があると判断した場合に、

署名を集めてさまざまな請
せい

求
きゅう

ができる。 

 

２ （②）の請求先は、内容

によって異なる。例えば、

条例の制定・ 改
かい

廃
はい

の請求

は、有権者の（③    ）

以 上 の 署 名 を 集 め て

（④     ）に請求す

る。また、議会の解散や、

首長や議員の解職を請求 

する場合は、有権者の

（⑤     ）以上の  

署 名 を 集 め て

（⑥        ）に請求する。議会の解散請求や、（④）や

議員などの解職請求の場合は、請求後に（⑦      ）が  

行われ、有効投票数の過半数の賛成があれば解散（解職）する。 

 

３ 住民は、（⑧      ）制度を利用して、国や地方公共団体

に対してさまざまな情報開示を請求することができる。 

 

４ 地方公共団体だけでなく、住民が自発的に地域の問題解決や 

活性化のために活動することを（⑨      ）という。 

 

５ 営利目的ではなく、公共の利益のために自発的に活動する団体

を（⑩      ）という。これからの地域づくりには、地方

の行政に加えて、私たち住民の社会参画やボランティア、（⑩） 

相
そう

互
ご

の協力が必要である。 

 

 

【解答】 

 

① 住
じゅう

民
みん

 

② 直
ちょく

接
せつ

請
せい

求
きゅう

権
けん

 

 

 

 

 

 

③ １/５０（５０分
ぶん

の１） 

④ 首
しゅ

長
ちょう

 

⑤ １/３（３分
ぶん

の

１） 

⑥ 選
せん

挙
きょ

管
かん

理
り

委
い

員
いん

会
かい

 

⑦ 住
じゅう

民
みん

投
とう

票
ひょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 情
じょう

報
ほう

公
こう

開
かい

 

 

 

⑨ 住
じゅう

民
みん

運
うん

動
どう

 

 

 

⑩ ＮＰＯ 

（非
ひ

営
えい

利
り

組
そ

織
しき

） 

 

 

 
私たちが、地方自治に参加していくために、

どのような制度が設けられているのかおさえよ

う。 


